
 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年４月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１８５号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２２年９月２０日 ０５時００分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港千葉第４区 市原市千葉港千種第６号灯浮標 

（概位 北緯３５°３０.９′ 東経１４０°０１.９′） 

事故等調査の経過  平成２２年９月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第３市
いち

平
へい

丸、１.１トン 

ＣＢ３―５１４７７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部の損壊 

灯浮標 ロープ係留金具の曲損及び灯浮標基部の擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、市原市千種海岸沖を約１２ノットの速

力で北東進中、平成２２年９月２０日０５時００分ごろ千葉港千種第６号

灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 日出時刻は、０５時２５分であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、千葉港千葉第４区において、千種海岸

沖を北東進中、船長が、適切な見張りを行ってい

なかったため、本件灯浮標を見落とし、本件灯浮

標に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、千葉港千葉第４区において、千種海岸沖を北

東進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本件灯浮標を見

落とし、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




